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	上記Ⅱの「移転価格の事前確認制度（ロールバック制度の適用）」について、日本の親会社等との取引にかかる移転価格リスクを回避するための最も有効な手段は日本とタイにおける二国間APAとなります。これまでの実務では、日本側の移転価格リスクが高い（すなわち、タイ子会社の営業利益率が高い）状況での二国間APAの申請が大半を占めており、APA申請前の過去年度の移転価格リスク対応が一つの課題となっていました。今回の改訂でロールバックが正式に認められたことで、過去年度分の移転価格リスクを排除・軽減することが可能となり、APAの利便性が高まったといえます。日本とタイにおける二国間APAは昔から申請件数が多く、両国の税務当局にもノウハウが蓄積されて申請のハードルも低くなってきています。もしAPA申請にご関心がありましたら、以下の担当者までお気軽にご連絡ください。
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